
  

＜特別会計＞ 

 

１ 国民健康保険事業会計  
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国民健康保険事業会計歳入歳出予算一覧表  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）歳　入

区　分 令和５年度予算額 令和４年度予算額

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１ 国民健康保険料 1,937,062 30.3 1,748,213 30.1 188,849 10.8

２ 一部負担金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

３ 使用料及び手数料 1 0.0 1 0.0 0 0.0

４ 国庫支出金 5,408 0.1 1 0.0 5,407 540,700.0

５ 都支出金 3,579,748 56.0 3,248,629 55.9 331,119 10.2

６ 繰入金 610,573 9.6 600,069 10.3 10,504 1.8

７ 繰越金 253,729 4.0 212,990 3.7 40,739 19.1

８ 諸収入 4,026 0.1 4,026 0.1 0 0.0

6,390,548 100.0 5,813,930 100.0 576,618 9.9

（２）歳　出

区　分 令和５年度予算額 令和４年度予算額

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１ 総務費 200,496 3.1 183,914 3.2 16,582 9.0

２ 保険給付費 3,574,942 55.9 3,252,512 55.9 322,430 9.9

３
国民健康保険事業
費納付金

2,316,480 36.2 2,033,919 35.0 282,561 13.9

４ 共同事業拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

５ 保健事業費 69,537 1.1 65,776 1.1 3,761 5.7

６ 諸支出金 199,092 3.1 247,808 4.3 △48,716 △ 19.7

７ 予備費 30,000 0.5 30,000 0.5 0 0.0

6,390,548 100.0 5,813,930 100.0 576,618 9.9

増(△)減額 増(△)減率

歳 入 合 計

増(△)減額 増(△)減率

歳 出 合 計
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予算額(前年度予算額） 

国民健康保険料 1,937,062 千円 ( 1,748,213  千円) 

 ▶保険年金課   

 

国民健康保険制度改革に伴い、平成 30 年度から特別区の保険料は、

東京都が提示する標準的な保険料率を参考に統一の保険料として算定さ

れていますが、本区は東京都が示した標準的な保険料率を参考に独自の

保険料を算定しています。 

令和５年度は、医療費の増加等により都へ納付する事業費納付金が増

えたため保険料率を引き上げますが、本区は法定外繰入金を投入するこ

とで、保険料の増加を抑制します。 

 

■令和５年度保険料 

区分 令和５年度 令和４年度 増減 

 

医療分 

均等割額 38,700円 37,800円 900円増 

所得割率 7.30％ 7.30％ ― 

限度額 65万円 65万円 ― 

後期 

高齢者 

支援金分 

均等割額 12,700円 11,500円 1,200円増 

所得割率 1.98％ 1.98％ ― 

限度額 22万円 20万円 2万円増 

 

計 

均等割額 51,400円 49,300円 2,100円増 

所得割率 9.28％ 9.28％ ― 

限度額 87万円 85万円 2万円増 

 

介護 

納付金分 

均等割額 16,100円 16,100円 ― 

所得割率 1.44％ 1.22％ 0.22P増 

限度額 17万円 17万円 ― 

 

一人あたり

保険料額 

介護分なし 166,352円 160,961円 5,391円増 

介護分あり 206,975円 197,007円 9,968円増 

 ※保険料は、医療分と後期高齢者支援金分の合算です。また、40歳 

から64歳までの被保険者には、介護保険の保険料である介護納付  

金分が加わります。 
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＜特別会計＞ 

 

２ 介護保険特別会計  
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介護保険特別会計歳入歳出予算一覧表  

 

  

（１）歳　入

区　分 令和５年度予算額 令和４年度予算額

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１ 介護保険料 1,049,873 21.3 1,042,462 22.0 7,411 0.7 

２ 使用料及び手数料 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

３ 国庫支出金 889,183 18.1 862,881 18.2 26,302 3.0 

４ 支払基金交付金 1,191,342 24.2 1,150,406 24.2 40,936 3.6 

５ 都支出金 670,702 13.6 650,358 13.7 20,344 3.1 

６ 財産収入 90 0.0 210 0.0 △120 △57.1 

７ 繰入金 1,046,620 21.3 967,632 20.4 78,988 8.2 

８ 繰越金 73,001 1.5 73,001 1.5 0 0.0 

９ 諸収入 7 0.0 7 0.0 0 0.0 

4,920,819 100.0 4,746,958 100.0 173,861 3.7 

（２）歳　出

区　分 令和５年度予算額 令和４年度予算額

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１ 総務費 301,591 6.1 280,844 5.9 20,747 7.4 

２ 保険給付費 4,307,310 87.5 4,160,031 87.6 147,279 3.5 

３ 地域支援事業費 188,825 3.8 182,870 3.9 5,955 3.3 

４
財政安定化基金拠
出金

1 0.0 1 0.0 0 0.0 

５ 基金積立金 91 0.0 211 0.0 △120 △56.9 

６ 諸支出金 73,001 1.5 73,001 1.5 0 0.0 

７ 予備費 50,000 1.0 50,000 1.1 0 0.0 

4,920,819 100.0 4,746,958 100.0 173,861 3.7 歳 出 合 計

歳 入 合 計

増(△)減額 増(△)減率

増(△)減額 増(△)減率
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予算額(前年度予算額） 

介護保険事業計画の策定 8,815 千円 ( ― 千円) 

新規 ▶高齢介護課   

 

介護保険法に基づき、介護保険事業の安定的・持続的運営のために３

年に１度、事業計画を策定することとなっています。2025 年に団塊世

代が 75 歳以上（後期高齢者）に、2040 年に団塊ジュニア世代が 65

歳以上（高齢者）となることから、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者

の増加に伴う様々な課題を見据え、地域包括ケアシステムをこれまで以

上に推進していく必要があります。 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を営むことがで

きるよう、令和５年度は、千代田区高齢者福祉計画・第９期千代田区介

護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）の策定を行います。本計画

では、計画策定に向けて実施する「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

及び「在宅介護実態調査」により把握した高齢者の生活実態や地域課題

等を踏まえ、計画の指針を定めるとともに、高齢者人口や介護サービス

量の推計等に基づく、介護保険料の決定、その他区が実施すべき高齢者

施策など第 8 期計画に盛り込んだ内容に加え、認知症基本計画（任意計

画）を新たに追加します。 

国が定める「第９期計画に関する基本的考え方」及び「基本方針」を

踏まえ、区は「フレイル対策・介護予防の推進」や「支えあえる地域づ

くり」などを重点事項とし、適正かつ円滑な保険給付を行うとともに、

財源や人材をより効率的に活用する仕組みを構築していきます。 
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＜特別会計＞ 

 

３ 後期高齢者医療特別会計  
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後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）歳　入

区　分

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１
後期高齢者医療保
険料

1,479,691 69.1 1,338,092 67.6 141,599 10.6 

２ 使用料及び手数料 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

３ 国庫支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

４ 繰入金 594,669 27.8 576,993 29.2 17,676 3.1 

５ 繰越金 48,711 2.3 42,969 2.2 5,742 13.4 

６ 諸収入 18,349 0.9 20,468 1.0 △2,119 △10.4 

2,141,422 100.0 1,978,524 100.0 162,898 8.2 

（２）歳　出

区　分

科　目 金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

１ 総務費 44,753 2.1 48,728 2.5 △3,975 △8.2 

２ 広域連合納付金 1,958,535 91.5 1,797,404 90.8 161,131 9.0 

３ 保健事業等費 35,222 1.6 35,222 1.8 0 0.0 

４ 諸支出金 52,912 2.5 47,170 2.4 5,742 12.2 

５ 予備費 50,000 2.3 50,000 2.5 0 0.0 

2,141,422 100.0 1,978,524 100.0 162,898 8.2 

令和５年度予算額 令和４年度予算額
増(△)減額 増(△)減率

増(△)減額 増(△)減率

歳 入 合 計

歳 出 合 計

令和４年度予算額令和５年度予算額
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予算額(前年度予算額） 

後期高齢者医療制度 2,141,422 千円 ( 1,978,524 千円) 

 ▶保険年金課   

 

後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図

るため、医療費の適正化を推進し、高齢者に対する適切な医療の給付等を

行うための制度を設け、国民保健の向上と高齢者の福祉の増進を図るこ

とを目的としています。 

対 象 者：75 歳以上の方及び 65 歳以上 75 歳未満で一定の障害 

があると認定された方 

※生活保護受給者を除く 

保 険 料：所得に応じて、個人ごとに設定（最大年間 66 万円まで） 

徴収方法：年金からの引落し、又は、納付書や口座振替による納付 

自己負担：医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は下記のとおり 

区分 自己負担割合 

現役並み所得者 ３割 

一定以上所得のある方 ２割 

一般所得者等 １割 

運 営：東京都後期高齢者医療広域連合（財政運営や資格管理、保 

険料の賦課等） 

区市町村（保険料の徴収や窓口業務） 

 

保険料率 

保険料率は、2 年ごとに改定されます。 

○令和５年度は令和４年度と変わりません。 

区分 令和４・５年度 令和２・３年度 増減 

均等割額 46,400 円 44,100 円 2,300 円増 

所得割率 9.49％ 8.72％ 0.77 ポイント増 

限度額 66 万円 64 万円 ２万円増 

保険料は、前年の所得に応じて、被保険者一人ひとりに対して算出され

ます。 

令和５年度の保険料は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

※所得割の賦課のもととなる所得金額は、令和４年確定申告書等の所得

金額合計額から基礎控除額を差し引いた額です。 

 

均等割額 

46,400 円 

所得割額 

 

   

保険料額（年額） 

限度額 66 万円 賦課のもととな

る所得金額※ 

所得割率 

9.49％ 

＋ ＝ 
× 
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